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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人電気

学会（IEEJ）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正す

べきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって，JIS C 61000-4-2:1999 は改正されこの規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 61000-4 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS C 61000-4-2 第 4-2 部：試験及び測定技術－静電気放電イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-3 第 4-3 部：試験及び測定技術－放射無線周波電磁界イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-4 第 4-4 部：試験及び測定技術－電気的ファストトランジェント／バーストイミュニ

ティ試験 

JIS C 61000-4-5 第 4-5 部：試験及び測定技術－サージイミュニティ試験 

JIS C 61000-4-6 第 4-6 部：試験及び測定技術－無線周波電磁界によって誘導する伝導妨害に対する

イミュニティ 

JIS C 61000-4-7 第 4-7 部：試験及び測定技術－電力供給システム及びこれに接続する機器のための

高調波及び次数間高調波の測定方法及び計装に関する指針 

JIS C 61000-4-8 第 4 部：試験及び測定技術－第 8 節：電源周波数磁界イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-11 第 4-11 部：試験及び測定技術－電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイ

ミュニティ試験 

JIS C 61000-4-14 第 4 部：試験及び測定技術－第 14 節：電圧変動イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-16 第 4 部：試験及び測定技術－第 16 節：直流から 150 kHz までの伝導コモンモード

妨害に対するイミュニティ試験 

JIS C 61000-4-17 第 4 部：試験及び測定技術－第 17 節：直流入力電源端子におけるリプルに対する

イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-20 第 4-20 部：試験及び測定技術－TEM（横方向電磁界）導波管のエミッション及び

イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-34 第 4-34 部：試験及び測定技術－1 相当たりの入力電流が 16 A を超える電気機器の

電圧ディップ，短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験 
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序文 

この規格は，2008 年に第 2 版として発行された IEC 61000-4-2 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

この規格は，人体から直接の，又は人体から近接している物体への静電気放電（以下，ESD という。）

にさら（曝）される電気・電子装置に対するイミュニティ要求事項及び試験方法について規定する。さら

に，様々な環境及び設置条件に関する試験レベルの範囲を定義し，試験手順を確立する。 

この規格は，電気・電子装置が ESD を受けた場合の性能を評価するために，共通的で再現性のある基本

的な基準を規定することを目的とする。ESD には，人体から通電状態の装置に近接する物体に発生するも

のも含む。 

この規格は，次の項目を規定する。 

－ 放電電流の理想的な波形 

－ 試験レベルの範囲 

－ 試験装置 

－ 試験のセットアップ 

－ 試験手順 

－ 校正手順 

－ 測定不確かさ 

この規格は，“試験室での試験”及び最終設置状態での装置に対して実施する“設置後試験”を規定する。 

この規格は，関連する製品規格委員会で参照する一般的な基本規格を提供することを目的とし，特定の

装置及びシステムだけに適用することを意図していない。製品規格委員会（又は使用者及び製造業者）に

は，当該装置に適切な試験及び適用する試験レベルの選定に責任がある。 

製品規格委員会又は装置の使用者及び製造業者には，規格間の整合及び標準化の支障とならないように

するために，この規格に規定する関連のイミュニティ試験の採用（今後の規格制定又は既存規格の改正時）

が強く望まれる。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

IEC 61000-4-2:2008，Electromagnetic compatibility (EMC)－Part 4-2: Testing and measurement 


